
大人（男性）の風疹の抗体検査・
予防接種について

農林業の各種補助金に
ついて

対　象　昭和 37年４月２日から同 54年４月１
日の間に生まれた男性で検査日・接種
日に越生町に住民登録がり、クーポン
券をお持ちの方

※昭和 47年４月２日から同 54年４月１日生ま
れの方に配布したクーポン券の有効期限は、
令和 5年３月 31日まで延長されました。

※昭和 37年４月１日から同 47年４月１日生ま
れの対象者には、クーポン券を送付します。

※転出した方は、越生町のクーポン券は使用で
きませんので、転出先の市町村へ問い合わせ
てください。
費　用　無料
抗体検査　医療機関または、事業所（職場）の健

康診断で受検できます。
※事業所（職場）の健康診断での検査を希望す
る方は、勤務先にお問い合わせください。
持ち物　健康保険証、本人確認書類（健康保険　

証、運転免許証、マイナンバーカード等）、
クーポン券（はがさずに提出してくだ
さい）

予防接種　風しんの抗体価が基準値に満たないと
判定された方のみ受けられます。

場　所　本事業に参加している全国の医療機関
等

※厚生労働省ホームページをご覧ください。
町内実施医療機関　市川医院（う２９２ -

３０１１）、越生メディカルクリニック
（う２７７- １１１９）、かあいファミ
リークリニック（う２９９-６２２２）

持ち物　風しんの抗体検査結果、本人確認書類
（健康保険証、運転免許証、マイナンバ
ーカード等）、クーポン券（はがさずに
提出してください）

※予約時に予診票を持参するよう依頼があった
場合は、郵送いたしますのであへご連絡くだ
さい。

あ保健センター
　う２９２-５５０５

農業用ビニールハウス設置
対象　町内に住所を有する農家、営農集団
内容　農業用ビニールハウス設置費用に含まれ

る材料費に対して、面積が 45㎡以上 70
㎡未満の場合は材料費の２分の１以内、
70㎡以上の場合は材料費の３分の２以内
とし、最大 25万円

イノシシ・シカ被害防止施設設置
対象　イノシシ・シカ被害が著しい農家
内容　電気柵・ワイヤーメッシュ柵・シカ用ネ

ット　柵の設置費用の２分の１以内で、
最大３万円

一般造林事業（間伐・下刈・枝打）
対象　山林の所有者
内容　間伐・下刈・枝打で、町の定める実施基

準額の２分の１以内
※補助基準などはあへお問い合わせください。

果樹の苗木購入
対象　町内に住所を有する農家
内容　苗木の購入に要した費用の２分の１以内

（べに梅は３分の２以内）で、最大２万円

アライグマの捕獲器購入
対象　狩猟免許 ( わな猟 ) 有資格者または越生

町発行の埼玉県アライグマ防除実施計画
に基づく従事者証の所有者

内容　捕獲器１台につき３０００円（購入費用
が３０００円未満の場合は当該購入費）

あ産業観光課　農林担当
　う内線１４３・１４４
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う 292-3121　え 292-5400　お webmaster@town.ogose.saitama.jp役場ですハイ！

ご存じですか？　
越生町新生活運動

越生町に寄附金をいただきました

越生町個人住宅リフォーム補助事業

　越生町の「新生活運動」とは、葬儀の簡素化
を促進するために平成元年から始められたもの
で、現代生活に適応した社会環境づくりを目的
に、みなさんの協力のもとに葬儀の簡素化につ
いての自主的な申し合わせを定めています。
 香典について
　香典の金額による先方の気苦労を軽減させ、
弔問者の経済的負担を和らげるために、香典は
3,000 円以内としましょう。
 供花・供物・花輪等について
新生活会葬者は、香典と同じ理由で供花・供

物は行わないようにしましょう。また、花輪も自
粛しましょう。
 お返しについて
　香典は、他家の不幸に対して、相互扶助的な
意味を持って送られるものです。お返しは、感
謝の気持ちを示すあいさつ状だけが望ましいで
すが、お返しをする場合は、香典の半分以下に
しましょう。
　なお、お返しについては、町内の商店からの
購入か ( 協 ) 越生町スタンプ会商品券の購入に
ご協力ください。

あ生涯学習課　生涯学習担当
　う内線５０９

　越生町に寄附金をいただきました。いただい
た寄附金は、公園整備のために有効に活用させ
ていただきます。ありがとうございました。

寄附者　服部　博城様
寄附金額等　30,000 円

あ総務課　庶務担当　
　う内線２１３

内　　容　町民が自己の居住する住宅を町内の
施工業者を利用して、リフォーム工
事を行う場合、その経費の一部を補
助します。

補助金額　工事に要する経費の20％に相当する額
（限度額 10万円）

対　　象　町内に居住する方で、次の要件を全て満たす方
①町に住民登録をしている方

　　　　②町税の滞納がない方
　　　　　③補助を受けようとする工事について、町

の他の制度による補助を受けていない方
　　　　　④過去にこの制度を利用していない方
対象住宅　①自己の居住住宅

②マンション等の自己専有部分
③店舗併用住宅等の住居部分

対象工事　町内の施工業者を利用して行う、10
万円以上の経費を要する工事で、補
助金の交付決定後に着手し、当該年
度の２月末日までに完了することが
できる次に該当する工事

・手すりの取付け工事・段差解消工事・滑り防
止工事などの生活を営む上で障壁（バリア）
となっているものを改良・改善する工事

・二重サッシにする工事・複層ガラスへの取替
え工事など

・外壁、天井または床の断熱材の施工工事など
あ産業観光課　観光商工担当　う内線１４７
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